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日夜のご活躍に心から敬意を表します。下記のとおり「職場のメンタルヘルス・ハラスメントほっと

ライン」を開催します。よろしくお願いいたします。 

10月 10日は世界メンタルヘルスデーです。 

あきらめないで、まずはご相談を！ 

職場のメンタルヘルス・ハラスメントほっとライン 

＜北海道・東京・山梨・神奈川・名古屋・京都・大阪・兵

庫・岡山・広島・福岡で無料電話相談〉 

主催：全国安全センターメンタルヘルス・パワーハラスメント対策局 

協力：コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク、札幌地域労組、よこはまシティユニオン、

山梨ユニオン、ユニオンみえ、名古屋ふれあいユニオン、名古屋シティユニオン、愛知働く

もののいのちと健康を守るセンター、きょうとユニオン、ひょうごユニオン、NPO ひょう

ご働く人の相談室、おかやま労働安全センター、ユニオンおかやま、スクラムユニオン・ひ

ろしま、連合福岡ユニオン 

ストレスの少ない職場づくり、被災者救済のポイントを、安全衛生

団体、労働組合の専門スタッフらが解説。労災認定の相談もどうぞ。 

１０月１０日（月・祝）～１１日（火）など 

午前 10時～午後 6時 

＊地域によって若干日程が異なります（別記参照） 
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はじめに 

 新型コロナウィルスの感染拡大で、メンタル不調を訴える人が増えています。慣れないテ

レワーク、雇用不安、そして上司などからのハラスメント・・・、こうした問題にどのよう

に対処すればよいのか。会社には相談できる人も窓口もない、相談窓口はあっても信用でき

ない、役に立たない・・・結局退職を余儀なくされたという例が後を絶ちません。 

 一方で、働く仲間が今まで以上に助け合い、困難な状況を乗り越えるための努力が進めら

れている職場もたくさんあります。労災認定も容易ではないのは事実ですが、少なくとも

2021 年度で 629 件が（残念ながらそのうち 79 件は自殺です）が精神疾患で労災認定され

ています。 

私たちは働きやすい職場づくりは、法律が守られているとか、被災者が経済的に救済され

るだけでは進みません。職場のメンタルヘルスの課題、問題点を積極的に見つけ出していく

必要があります。そのためには、被害者や家族、同僚がまずは相談、何ができるのかを一緒

に考えていきましょう。 

 

 ＜メンタル不調の相談事例から＞ 

１ 労災認定で不当解雇を撤回、リハビリ就労へ 

 大手電機メーカーの研究所で働いていた A さん。上司から長時間叱責を受けたり、夜中

にもメールが来て、なぜ返事をしないのかなど問い詰められるなど、過重労働が続きました。

産業医の勧めもあって精神科に受診したところ、うつ病と診断され休業を余儀なくされまし

た。労災請求中に、会社は休職期間満了で解雇を予告。「仕方がない」という労働組合を脱

退して、一人でも入れるユニオンに加入しました。いったんは解雇されましたが、労災認定

を勝ち取り撤回させました。団体交渉では、職場改善や配置転換も要求し、現在は８年ぶり

の復職に向けて、産業医や職場の上司とオンラインで面談を繰り返し、調整中です。 

 

２ 審査請求で逆転労災認定、会社に損害賠償請求へ 

研修会などを企画する会社で働いていた B さん。普段は基本的にテレワーク中心の業務

でしたが、社長からの指示は土日、夜中も関係なく届きます。研修会の後には必ず打ち上げ

や二次会があります。長時間労働や海外での研修会のトラブルなどが重なり、うつ病になり

休業を余儀なくされました。労災請求しましたが、不支給決定。監督署は長時間労働も、ト

ラブルなども大したことはないと評価したのです。上記のセンターに相談して、審査請求（労

基署の決定取り消しを求める行政手続き）することにしました。改めて資料を整理して意見

書を作成。労災保険審査官が監督署の決定が誤っていたとして、業務上となりました。会社

への損害賠償請求を準備中です。 

 

3 ユニオンの要求で不払い残業解消、上司がハラスメント発言で処分、改善を勝ち取る 

 C さんが働く児童福祉施設では、利用者優先、「奉仕精神」を強要されて不払い残業がま

かり通っていました。Cさんも体調を崩し、メンタル不調で休職したことがあります。Cさ

んと計 3名がユニオンに加入、団体交渉が開催されました。法人は、労働基準監督署の指導



もあり、労働時間管理を改善、不払い残業代も解決金として支給しました。以前から不適切

な言動をしてきた上司が C さんにセクハラ発言をしたため、団体交渉で謝罪や相談窓口の

整備などを要求しました。法人は問題を認めて、理事長による厳重注意処分や研修が実施さ

れ、外部相談窓口の整備も図られつつあります。実は Cさん以外の仲間は退職し、Cさんも

再び休職中ですが、3人で継続して団体交渉を行っています。 

 

 

 

＊各地のホットライン日程と受付電話番号 

北海道（札幌地域労組） 

 10月 11日（火）～12日（水）電話 011-756-7790 

東京（東京労働安全衛生センター）  

10月 10日（月・祝）電話：03-3683-9765 

神奈川（神奈川労災職業病センターなど） 

 10月 9日（日）～10日（月・祝）電話：045-573-4289 

山梨（山梨ユニオン）  

10月 9日（日）～10日（月・祝）電話：055-287-8113 

名古屋（名古屋労災職業病研究会など） 

10月 10日（月・祝）～11日（火）電話：052-837-7420 

大阪（関西労働者安全センター） 

 10月 9日（日）～10日（月・祝）電話：06-6476-8220 

京都（きょうとユニオン）  

10月 10日（日）電話：075-691-6191 



兵庫（ひょうご労働安全衛生センターなど）  

10月 9日（日）～10日（月・祝）電話：078-382-2118 

岡山（おかやま労働安全センタ―など）  

10月 9日（日）電話：086-266-8008 

広島（スクラムユニオン・ひろしま） 

 10月 8日（土）～9日（日）電話：082-264-2310 

福岡（連合福岡ユニオン） 

10月 11日（火）～12日（水）10:00～19:00電話：092-273-2114 

 

＊上記の団体では、日常的にメンタルヘルスなどの労災、ハラスメントの労働相談を受け付

けています。 

 


